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１．募集要項の定義 

姫路市立小学校等給食室空調整備事業公募型プロポーザル募集要項（以下「本要項」

という。）は、姫路市（以下「本市」という。）が姫路市立小学校等給食室空調整備事

業（以下「本事業」という。）に係る設計業務、施工業務を一括して発注するための優

先交渉権者を、公募によるプロポーザル方式により選定する（以下「本プロポーザル」

という。）に当たり、本プロポーザルへの参加要件のほか、手続等について必要な事

項を定めるものとする。 

 

２．本事業の目的 

本事業は、近年の猛暑の影響により調理師等の熱中症予防や、食材の衛生管理の質

の向上が大きな課題となっているため、対象の給食室に空調を整備することで、調理

師等の労働環境と食材の衛生管理の質の向上を図ることを目的とする。 

 

３．本プロポーザルの趣旨 

本事業の実施に当たっては、本プロポーザル参加者の持つノウハウの活用により、

本事業を効率的かつ効果的に実施することで、ランニングコストを含む本市の財政負

担を最小にしつつ安全性を確保した上で、対象校給食室に空調設備を設置するための

技術提案等を募集する。 

本プロポーザル参加者のうち、本市にとって最も優れた提案を行った参加者を契約

の優先交渉権者とし、技術提案内容のうち、本市が必要と認めた内容を別に定める「姫

路市立小学校等給食室空調整備事業 要求水準書（以下「要求水準書」という。）の一

部として採用し、契約内容とする。 

 

４．本事業の概要 

 (1) 本プロポーザルの実施者 

姫路市長 清元 秀泰（以下「市長」という。） 

 (2) 本プロポーザルの事務局 

部署名：姫路市財政局財務部契約課（以下「契約課」という。） 

住所：〒６７０－８５０１ 兵庫県姫路市安田四丁目１番地 

電話：０７９－２２１－２２３５（直通） 

電子メール：keiri_nyusatsu@city.himeji.lg.jp 

 (3) 事業対象 

ア 整備対象施設 

別紙１に示す小学校等の給食室 
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イ 整備対象室 

調理室、洗浄室、下処理室、食品庫、検収室 

※その他詳細については要求水準書による。 

 (4) 業務概要 

ア 設計業務 

整備対象施設における空調設備整備に係る実施設計業務（以下「設計業務」という。） 

イ 施工業務 

整備対象施設における空調設備整備に係る施工業務（以下「施工業務」という。） 

ウ 統括管理業務 

設計業務及び施工業務を統括し、事業の円滑な進行管理を行うとともに、各業務の

検収、検査に係る書類作成及び立ち合い、定例会議等の運営、設計変更並びに工程調

整に係る諸手続等の業務 

 

 (5) 事業期間等 

契約締結（仮契約後、姫路市議会において議決を得たときに契約となる。）日の翌日

から令和１０年(2028 年)１２月１４日までとする。 

 

 (6) 上限提案価格 

総額 １，０６７，２５９千円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

  （内訳） 

   小学校・義務教育学校  

      １，０２９，１１５千円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

   書写養護学校 

         ３８，１４４千円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

 

なお、各年度の支払限度額は、おおむね次のとおりとする。 

令和８年度５％ 令和９年度５３％ 令和１０年度４２％ 

 

また、本事業は、前金払、中間前金払（施工業務に限る。）、部分払いの対象とする。 
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５．参加資格要件 

 (1) 参加者の構成 

   参加者の構成等は、次のとおりとする。 

  ア 参加者は、設計業務を行う者（以下「設計企業」という。）及び施工業務を行う者（以

下「施工企業」という。）により構成されるグループとする。 

  イ 設計業務は、単独企業により行うものとし、施工業務にあっては、複数企業又は特定

建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）のいずれも可とする。 

  ウ 同一の企業が複数の業務を実施することができる。 

  エ 参加者の構成員は、他の参加者の構成員になることはできない。 

 

 (2) グループ代表者の選定 

参加者は、本プロポーザル手続や優先交渉権者となった場合の契約事務を含め、市

との調整・協議等における窓口役を担うほか、グループ内の全ての調整等の責任を負

うグループ代表者を定め、本市への書類提出及び本市からの通知等については、原則

全てグループ代表者が行うものとする。 

なお、グループ代表者は施工企業のうち一者を選定することとし、統括管理業務を

併せて行うものとする。 

 

 (3) グループの構成員に必要な参加資格要件 

ア 共通する参加資格要件 

グループの全ての構成員は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。 

(ｱ) 姫路市入札参加資格制限基準（平成２５年３月２５日制定。）に該当しないこと。 

(ｲ) 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱（平成２５年４月

１日制定。以下「暴力団排除要綱」という。）第３条に定める排除対象業者に該当

しないこと。 

(ｳ) 参加表明締切日において、競争入札の参加資格等について（平成２３年姫路市告

示第４０８号。以下「告示第４０８号」という。）第５項の規定により業者登録名

簿（以下「業者登録名簿」という。）に登録されていること。 

(ｴ) 法人にあっては、姫路市税（以下「市税」という。）、消費税及び地方消費税並び

に法人税に滞納がない者であること。 

個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に滞納がない者であ

ること。 

   (ｵ) 公告をした日から優先交渉権者決定の日までの間において、次の a及び bのいず

れにも該当すること。 

  a 姫路市登録業者指名停止等措置要綱（昭和６２年６月２５日制定。以下「指名
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停止等措置要綱」という。）の規定による指名停止（以下「指名停止」という。）を

受けていないこと。 

   b 指名停止等措置要綱に規定する指名停止の措置要件に該当しないこと。 

(ｶ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て（同法

附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続

開始の申立てを含む。以下同じ。）がなされていないこと又は当該申立てがなされ

ている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。 

(ｷ) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般

競争参加資格の再認定を受けていること。 

(ｸ) 構成員のいずれかが、他の参加者の構成員のいずれかと次の aから cまでのいず

れにも該当しないこと。 

a 資本関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、子会社（会社法（平成１

７年法律第８６号）第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子

会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」と

いう。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である

場合を除く。 

(a) 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と

子会社の関係にある場合 

(b) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

   b 人的関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、(a)については、会社の一

方が更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社

である場合を除く。 

(a) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(b) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再

生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

c その他適正な業者選定手続が阻害されると認められる関係 

(a) 組合とその組合員 

(b) 一方の会社の代表者と他方の会社の代表者とが、夫婦の関係である場合 

  

イ 設計企業の参加資格要件 

(ｱ) 参加表明締切日までに、告示第４０８号第５項の規定により業者登録名簿に登

録され、かつ、建築コンサルタントの業種について競争入札に参加する資格を有

していること。 
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 (ｲ) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定による一級建築士

事務所の登録を受けていること。 

(ｳ) 要求水準書に示す資格を有する者を設計管理技術者として配置できること。 

ウ 施工企業の参加資格要件 

(ｱ) 施工企業のうち、グループ代表者にあっては、次に掲げる要件を全て満たしてい

なければならない。 

a 参加表明締切日までに、告示第４０８号第５項の規定により業者登録名簿に登

録され、かつ、管工事の業種について競争入札に参加する資格を有していること。 

  b 管工事について、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項第２号

に掲げる者に係る特定建設業の許可を受けた者であること。 

     c 令和８年度の競争入札の参加者の格付け基準とした建設業法施行規則（昭和２

４年建設省令第１４号）第２１条の４に定める様式第２５号の１５（以下「経営事

項審査結果通知書」という。）において、管工事の総合評定値が市内業者（公告の

日の前日において、法人にあっては、主たる営業機能を有する本店が姫路市内に

ある者、個人にあっては、住所及び主たる事業所が姫路市内にある者をいう。以下

同じ。）にあっては９００点以上、準市内業者（公告の日の前日において、法人に

あっては姫路市内に営業機能を有する支店、営業所等がある者、個人にあっては

姫路市内に事業所がある者をいう。）にあっては、１１００点以上、市外業者（市

内業者及び準市内業者以外の全ての者をいう。）にあっては１２００点以上であり、

かつ、管工事の完成工事高の２年平均又は３年平均の実績額が１０億円以上であ

ること。 

  d 参加表明締切日又は仮契約締結までに本契約締結予定日（本契約締結予定日は

令和８年第４回姫路市議会定例会の閉会日とする。以下同じ。）において有効な経

営事項審査結果通知書の写しを市長に提出していること又は提出できること。 

   e 要求水準書に示す資格を有する者を施工管理責任者として、本業務の施工業務

に配置できること。 

        f 要求水準書に示す資格を有する者を、本業務全体の統括的な管理責任者（以下、

「統括管理責任者」という。要求水準書において同じ。）として専任で配置できる

こと。 

 (ｲ) 施工企業のうち、グループ代表者以外の者にあっては、次に掲げる要件を全て 

満たしていなければならない。 

   a 市内業者であり、管工事について、建設業法第３条第１項第１号に掲げる者に

係る一般建設業の許可又は同項第２号に掲げる者に係る特定建設業の許可を受け

た者であること。 

   b 令和８年度の競争入札の参加者の格付け基準とした経営事項審査結果通知書に

おいて、管工事の総合評定値が７２０点以上であること。 
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   c 参加表明締切日又は仮契約締結までに本契約締結予定日において有効な経営事

項審査結果通知書の写しを市長に提出していること又は提出できること 

(ｳ) 共同企業体を結成する場合にあっては、次の要件を満たすこと。 

   a 共同企業体代表者はグループ代表者とすること。 

   b 共同企業体の構成員は２者以上とし、共同企業体はその構成員の自主結成とす

る。 

   c 共同企業体代表者にあっては、出資割合が共同企業体の構成員中最大であるこ

と。 

      d 共同企業体の各構成員の出資割合は、均等割の１０分の６以上とする。 

 

 (4) その他 

ア 参加表明締切日から優先交渉権者決定の日までの間に前号の要件を一つでも満たさ

なくなった場合は、参加資格を取り消すものとする。 

イ 参加表明書において届け出た統括管理責任者は、原則として本業務が終了するまで

の間は変更を認めない。ただし、配置予定者が、病気治療、死亡及び退職等のやむを

得ない理由により、業務遂行が困難になった場合は、本市が同等以上の能力を有する

と認める者に限り変更を認める。 

  ウ 参加表明書において届け出た統括管理責任者以外の設計業務及び施工業務における 

配置予定者の変更は、協議の上、本市が同等以上の実績・能力を有すると認めるもの

に限り変更を認める。 
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６．公告から契約までのスケジュール 

 項  目 日  時 

(1) 公告 令和８年 ７月 ３日(金) 

(2) 現地見学会  

受付期間 令和８年 ７月 ３日(金)から 

令和８年 ７月２７日(月)正午まで 

現地見学会実施 令和８年 ８月 ３日(月)から 

令和８年 ８月 ７日(金)まで 

(3) 質疑  

受付期間 令和８年 ７月２８日(火)から 

令和８年 ８月１８日(火)午後４時まで 

質疑回答日 令和８年 ８月２７日(木) 

(4) 参加表明  

受付期間 令和８年 ８月２８日(金)から 

令和８年 ９月 ３日(木)午後４時まで 

(5) 参加資格審査結果通知日 令和８年 ９月 ７日(月) 

(6) 技術提案書  

受付期間 令和８年 ９月 ９日(水)から 

令和８年 ９月１７日(木)正午まで 

(7) 優先交渉権者決定 令和８年１０月上旬 

(8) 審査結果の公表 令和８年１０月下旬 

(9) 仮契約締結 令和８年１０月下旬 

(10) 契約予定日 令和８年第４回姫路市議会定例会の閉会日 

 

７．関係資料 

 (1) 配布資料 

ア 募集要項 

イ 要求水準書 

ウ 参加表明書（様式 1-1） 

エ グループ構成一覧（様式 1-2） 

オ グループ構成員連絡先一覧（様式 1-3） 

カ 委任状（様式 1-4） 

キ 事業実施体制（様式 1-5） 

ク 配置予定技術者設置届（様式 1-6） 

ケ 共同企業体結成届（様式 1-7） 
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コ 関連企業申告書（様式 1-8） 

サ 現地見学会申請書（様式 2） 

シ 質疑書（様式 3） 

ス 参加辞退届出書（様式 4） 

セ 公募型プロポーザル提案書（様式 5） 

ソ 提案価格見積書（様式 6-1-1） 

タ 提案価格見積書の内訳書（様式 6-1-2） 

チ 技術評価に係る提案書（様式 6-2-1～6-2-9） 

ツ 参考図書貸与申込書（様式 7） 

 (2) 貸与資料 

ア 給食室既設建築図面（平面図、平面詳細図、立面図、断面図、断面詳細図、天井伏図、

矩計図、厨房機器レイアウト図、厨房機器リスト表） 

イ 給食室既設電気図面（屋外電気図・分電盤リスト・動力設備図） 

ウ 給食室既設機械図面（機器・器具表、平面図・配置図、衛生設備図、換気設備図、断

面図） 

エ 学校給食日常点検票、学校給食作業工程表（タイムスケジュール） 

上記ア～エの資料を希望する事業者は、令和８年７月２７日（月）正午までに第４

項第２号の本プロポーザルの事務局に記載のある電子メールアドレスに電子メールに

て参考図書貸与申込書（様式 7）を提出すること。 

 

８．現地見学会について 

 (1) 対象学校 

整備対象校２３校のうち希望する１校 

 (2) 実施概要 

ア 日程 

令和８年８月３日（月）から同月７日（金）までのうち１日 （予定） 

イ 見学対象 

空調設備を設置する対象の給食室、電気室等を見学対象とする。 

 (3) 現地見学会の申込 

ア 現地見学会申請書（様式 2）により、電子メール（ファイル添付）にて申込を行うこ

と。提出先は、第４項第２号の本プロポーザルの事務局に記載のある電子メールアド

レスとすること。 

イ 申込みは本プロポーザルに参加を予定しているグループごとに代表者が行うこと。 

ウ 申込期間は令和８年７月３日（金）から同月２７日（月）正午までとする。 
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エ 参加者は８名以内とすること。 

オ 小学校等との調整により、第１希望の小学校等とならない場合がある。 

カ 現地見学の詳細な方法・日時等は、令和８年７月３０日（木）までに電子メールで送

付する。 

 (4) 留意事項 

ア 学校の敷地内は全面禁煙とする。 

イ 学校の教育活動等に支障のないよう留意すること。 

ウ 資料、上履きなど、見学に必要となるものは各自用意すること。 

エ カメラ等による撮影は可能とするが、児童や学校関係者のプライバシーに配慮する

こと。また、撮影した画像等は本事業以外に使用しないこと。 

オ 現地見学時には、本事業に関する質問に対する回答はしないものとする。 

カ 見学ができない学校については施設台帳及び空調機器表（参考）等の貸与資料を参考

とし、本契約締結後に学校等と日程調整のうえ現地確認し、実施設計を行うものとす

る。 

  

９．質疑回答  

 (1) 質疑回答 

要求水準書、本要項等の内容に不明な点がある場合は、質疑書（様式 3）を提出する

こと。 

ア 受付期間 

令和８年７月２８日（火）から同年８月１８日（火） 午後４時まで 

イ 質疑事項提出先、提出方法 

第４項第２号の本プロポーザルの事務局に記載のある電子メールアドレスに電子

メールにより提出すること。 

ウ 質疑回答日 

令和８年８月２７日（木） 

エ 回答方法 

質疑に対する回答は、本市ホームページ上に公表する。 

 (2) その他 

ア 質疑及び質疑に対する回答は、要求水準書の追加又は修正事項とする。 

イ 質疑が第１１項第１号に定める技術提案書の評価に関する内容である場合は、回答

しないことがある。また、質疑の内容に参加申込をする者（以下「参加申込者」とい

う。）を特定できる記載があるときは、回答しない。 
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１０．参加表明手続及び参加資格の審査 

 (1) 参加表明手続 

 参加を希望する者は、次の方法により参加表明手続を行うとともに、第５項に定

める参加資格要件の審査を受けなければならない。 

  ア 提出書類 

 (ｱ) 参加表明書（様式 1-1） 

 (ｲ) グループ構成一覧（様式 1-2） 

 (ｳ) グループ構成員連絡先一覧（様式 1-3） 

 (ｴ) 委任状（様式 1-4） 

 (ｵ) 事業実施体制（様式 1-5） 

 (ｶ) 配置予定技術者設置届（様式 1-6） 

 (ｷ) 市税の納税証明書（姫路市税の納税義務がある場合に限る。公告日以後に発行され

たものの原本又は写しとする。） 

 (ｸ) 国税の納税証明書（全ての参加申込者。公告日以後に発行されたものの原本又は

写しとする。） 

 (ｹ) 共同企業体結成届（様式 1-7 共同企業体による参加の場合に限る。） 

 (ｺ) 関連企業申告書（様式 1-8 全ての参加申込者） 

  イ 提出部数 正本１部及び副本１部（副本は複写可） 計２部 

  ウ 提出先 契約課 

  エ 提出方法 持参とする。 

  オ 提出期間 

   令和８年８月２８日（金）から同年９月３日（木）までとする。ただし、姫路市の

休日を定める条例（平成２年姫路市条例第１５号）第２条第１項各号に掲げる本市の

休日を除く。 

受付時間は、午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。

ただし、提出期間最終日は午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後４時ま

でとする。 

 (2) 参加資格の審査結果 

ア 参加資格の審査結果は、令和８年９月７日（月）を目途に参加資格審査結果通知書を

電子メールで送付することで通知する。 

イ 参加資格がないと認めた者には、参加資格審査結果通知書にその理由を記載する。 

ウ 参加資格がないと認められた者には、市に対して参加資格がないと認めた理由につい

て説明を求めることができる。その場合には、令和８年９月１１日（金）午後５時まで

に、参加資格がないと認めたことに対する説明請求を書面（様式は任意）により契約課

に提出すること。本市は、期日までに当該請求があった場合は、請求者に対し速やかに



 

11 

 

回答する。 

 

１１．技術提案手続 

 (1) 技術提案手続 

第１０項の規定により参加表明手続を行い、参加資格を有すると認められた者は、

次に掲げる書類（以下「技術提案書」という。）により技術提案手続を行わなければ

ならない。 

  ア 提出書類 

 (ｱ) 公募型プロポーザル提案書（様式 5） 

 (ｲ) 提案価格見積書（様式 6-1-1） 

 (ｳ) 提案価格見積書の内訳書（様式 6-1-2） 

(ｲ)、(ｳ)については取りまとめ、表面に「姫路市立小学校等給食室空調整備事業提

案価格見積書」と記載した封筒に入れて、代表者印で封印すること。 

 (ｴ) 技術評価に係る提案書①（様式 6-2-1～6-2-4） 

 (ｵ) 技術評価に係る提案書②（様式 6-2-5～6-2-9） 

  イ 作成方法（技術評価に係る提案書②） 

  (ｱ) 様式に定められたスペースに作成すること。また、様式ごとにインデックスをつけ

ること。 

  (ｲ) 技術評価に係る提案書②には、事業者名、事業所名、事業所所在地又は記号等の技

術提案書を提出した参加申込者（以下「提案者」という。）が特定できる表記又はロ

ゴ等の表示は一切しないこと。 

  (ｳ) Ａ４サイズを基本に作成し、１部ずつファイルに閉じること。（ファイルの表紙及

び背表紙に正本又は副本の別を記載するとともに、副本については部ごとに整理番

号をつけること。また、出力は片面印刷とする。） 

  (ｴ) 使用する文字の大きさは１０.５ポイント以上とする。 

  (ｵ) 総ページ数は技術評価に係る提案書及び参考資料を併せて２０ページ以内（Ａ３

サイズ１ページはＡ４サイズ２ページ相当とする）とし、表紙及び目次は、枚数に

は含まない。参考資料を添付する場合は、技術評価に係る提案書を補完する図表、

写真、文献等の抜粋に止め、Ａ４サイズ（Ａ３サイズはＡ４サイズに折り込むこと）

にて明確に判読できるものとする。なお、別冊資料（機器等のカタログ）の添付は

不可とする。 

   (ｶ) カラー刷り、写真・絵・図・表等の挿入は可とする。 

   (ｷ) 提出後の記載内容の変更及び差し替えは不可とする。 

   (ｸ) 日本語で作成したうえ、ページ番号を付する。 

 ウ 提出部数 

  (ｱ) 公募型プロポーザル提案書 正本１部 
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  (ｲ) 技術評価に係る提案書① 正本１部          

  (ｳ) 技術評価に係る提案書② 正本１部及び副本１４部（副本は複写可） 計１５部 

(ｴ) 提案価格見積書及び提案価格見積書の内訳書 正本１部 

   消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を提案価格見積書に記載

すること。 

※ DVD-R または CD-R（以下「DVD-R 等」という。） １部 

DVD-R 等に、提出書類の電子データを格納し提出すること。また、DVD-R等への格

納の条件は、次のとおりとする。 

a フォーマット方法：Windows フォーマット 

b 使用アプリケーション：様式の指定があるものは、原本ファイル形式のままと

し、その他図面等は PDF 形式とする。 

c ウィルスチェック：DVD-R 等は、ウィルスチェックを行ってから提出すること。 

エ 提出先 契約課 

  オ 提出方法 持参とする。  

  カ 提出期間 

令和８年９月９日（水）から同月１７日（木）までとする。ただし、姫路市の休日

を定める条例（平成２年姫路市条例第１５号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日

を除く。 

受付時間は、午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。

ただし、提出期間最終日は午前９時３０分から正午までとする。  

 (2) 技術提案書の取扱い 

ア 提出された技術提案書は、返却しない。 

イ 提出された技術提案書は、プロポーザル審査のために複製を作成することができる

ものとする。 

ウ 提出内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等、日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を使

用することにより生ずる責任は、原則として提案者が負うものとする。これによって本

市が損失又は損害を被った場合には、当該提案者は本市に対して当該損失及び損害を

補償又は賠償しなければならない。 

エ 技術提案書の提出は、１提案者につき１案とする。  

オ 提出された技術提案書（電子媒体に保存されたデータを含む。以下同じ。）の著作権

は、提案者に帰属する。ただし、本プロポーザルに関する公表その他本市が必要と認め

るときには、本市は技術提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。なお、

契約に至らなかった場合の技術提案書は、本プロポーザルに関する公表以外に無断で

使用しない。 
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カ 提出された技術提案書の変更は認めない。ただし、誤字等の修正についてはこの限り

でない。 

キ 技術提案書の作成のために本市から受領した資料は、本市の了解なく公表及び使用

してはならない。 

ク 技術提案の担保 

 (ｱ) 技術提案書は設計図書として取り扱うものとし、記載された内容の履行状況につ

いて適宜検査を行う。受注者の責めにより提案された技術提案書の評価内容が満足で

きない場合は、工事成績評定点を減じることとする。 

 (ｲ) 現場条件の変更や天候不良等の不測の事態により、提案された技術提案書の評価

内容が履行できなかった場合は、受注者はその理由を書面により申し出ることができ

る。なお、申し出た理由が、受注者の責めによらないと認められた場合は、工事成績

評定点の減点は行わないこととする。 

ケ 技術提案の履行 

受注者は、技術提案書の提案事項のうち、本市が採用を認めたものについては、責

任を持って確実に履行すること（設計業務の完了時に、本市がその提案事項の履行に

ついて不要と認める場合は除く）。また、受注者の責により、事業契約完了時点で技

術提案書の提案を達成できなかった事項（審査項目に明記されたものに限る。）につ

いて、受注者は本市に対し、下記の方法により違約金を支払うものとする。 

違約金 ＝ 契約金額 ×〔１－（標準点１００点＋技術提案が履行できなかっ

た場合の加算点）÷（標準点１００点 ＋ 審査時の技術提案に基づく加算

点）〕 

ただし、主要な資機材の供給の不足（提案項目（３）②（エ）で提案した内容は除

く。）等、受注者の責によらず提案を達成できなかったと本市が認める場合、または、

本市との協議の上、技術提案と同等又は違約金相当と認められる方法等で本業務を履

行することを本市が認める場合はこの限りではない。 

なお、技術提案書の提案事項を達成する意志が受注者に認められないなど、技術提

案書に記載した事項に対する履行状況が特に悪質と認められる場合は、契約を解除し、

損害賠償の請求を行うことがある。 

(3) ヒアリングについて 

ヒアリングは行わない。 

 (4) 法令等の遵守 

提案にあたっては、事前に参加者の責任において関係法令等を確認すること。なお、

契約後、業務実施時における法令適合のリスクは、受注者に属するものとする。 

 (5) 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 
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ア 第５項に規定する参加資格要件を満たしていない者 

イ 技術提案書を提出期間中に提出しない者  

ウ 提出書類に故意に虚偽の記載をした者  

エ 技術提案手続において第４項第６号に定める上限提案価格の総額、小学校・義務教育

学校及び書写養護学校それぞれの価格を超える金額を提案した者  

オ その他本プロポーザルの条件に違反した者 

 (6) 辞退の方法 

ア 参加申込者は、第１２項第２号イの規定により行うくじの対象者に該当する場合を

除き、優先交渉権者が特定されるまでの間は、いつでも参加を辞退することができる。 

イ 参加を辞退する場合は、参加辞退届出書（様式 4）を持参により提出すること。なお、

辞退届を提出した後は、辞退届を撤回することはできない。 

 

１２．技術提案の審査及び審査項目 

 (1) 審査会 

優先交渉権者の選定は、姫路市立小学校等給食室空調整備事業審査委員会（以下、

「審査会」という。）において実施する。 

 (2) 技術提案書審査 

    審査会は、提出された技術提案書等について評価基準に基づき評価を実施する。 

  ア 技術提案書審査により、スケジュール管理、業務の品質、価格等を総合的に評価し、

評価値が最も高い提案を最優秀提案として、次に高い提案を優秀提案として特定する。 

  イ 最優秀提案となるべき同値の評価値が２者以上ある場合は、提案価格が最も低い者

を最優秀提案として特定する。提案価格が最も低い者がなお２者以上ある場合は、それ

らの者の中から、くじにより最優秀提案として特定する。 

 (3) 優先交渉権者等の決定 

  ア 審査会は、技術提案書の特定結果に基づき、最優秀提案を提出した者を優先交渉権者、

優秀提案を提出した者を次点候補者として選定する。本市は、審査会の選定を基に、優

先交渉権者及び次点候補者を決定する。 

  イ 優先交渉権者の決定までの流れは、次のとおり。 
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審査会 

（２）参加資格審査実施 

（４）技術提案審査実施 

（５）評価値の算出 

（６）最優秀提案及び優秀提案の特定 

（１）参加表明書の受付 

失格 
参加資格要件の未達等 

（７）優先交渉権者及び次点候補者の選定 

（８）優先交渉権者及び次点候補者の決定 

（３）技術提案書の受付 

失格 
技術提案書の未提出 
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 (4) 審査項目 

評価項目 評価基準 配点 様式 

（１） 

地域 

活性化 

対策 

 

 ①施工企業の市内 

  精通度 

  

グループ又は共同企業体の代表者が市内業者で 

ある。 

 

※市内業者、準市内業者、市外業者の規定につい

ては、姫路市契約事務取扱要綱第５条による。 

 

４点 6-2-1 

 ②地域経済への 

貢献 

 

地域経済への貢献を考慮し、施工業務における 

 市内事業者への発注金額について、提案段階で 

 見込まれている金額を提案すること。 

 

 施工業務における提案事業者の見積額に対する 

 市内事業者への発注金額の割合に４点を乗じ加 

点する。 

  

※事業終了後に市内事業者が受注することにな

った金額を施工体制台帳等で確認する。事業者

が提案時の市内事業者への発注金額の割合を達

成できなかった場合はその割合に応じて違約金

の対象とする。 

 

４点 6-2-2 

（２） 

スケジ

ュール

管理 

 ①学校運営及び給

食提供への影響 

 

学校運営及び給食提供への影響を最小限とする

ため、夏季等休業期間を活用するなど工夫された

スケジュールが提案されているか。 

【評価基準】 

各学校について、給食提供への影響日数にグル

ープ毎に設定する減点係数を乗じた点数を配点

（10点）から減じる。減じる点数の最大は 10点と

する。 

※書写養護学校を除く小学校・義務教育学校22校

を対象とする。 

１０点 6-2-3 
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評価項目 評価基準 配点 様式 

※計算方法：様式集参照 

※夏季等休業期間：別紙参照 

※事業終了後に給食提供への影響日数を確認す

る。事業者が提案時の給食提供への影響日数に

伴う加算点を達成できなかった場合はその割合

に応じて違約金の対象とする。 

 

②早期供用開始 

 

 令和９年９月１日までに部分使用の検査が可能

な給食室の数を提案すること。 

１給食室につき 0.5 点を加点する。（上限６点）※

事業終了後に部分使用の検査ができた給食室数

を確認する。事業者が提案時の部分使用の検査

が可能な給食室数を達成できなかった場合はそ

の割合に応じて違約金の対象とする。 

 

６点 6-2-4 

（３） 

業務の 

品質 

 ①設計業務の 

  実施方針 

 

 (ｱ)機器設置位置や配管ルートの選定方法など学校 

  環境やメンテナンスに配慮した計画が提案され 

  ているか。 

 (ｲ)支持固定方法、耐震措置についての計画につい 

  て有効な提案がされているか。 

(ｳ)設計品質を確保するための設計瑕疵の防止対策 

  等について有効な提案されているか。 

 

7 点 

 

(ｱ)2 点 

(ｲ)2 点 

(ｳ)3 点 

6-2-5 

 ②施工業務の 

  実施方針 

 

 (ｱ) 適切な品質管理及び施工精度の確保に関して有 

  効な提案がされているか。 

 (ｲ) 騒音等への対策について有効な計画が提案され

ているか。 

 (ｳ) 給食室内の作業実施時における衛生面への配

慮・工夫はされているか。 

(ｴ) 近年の資機材不足に対し、施工計画を遵守でき

るよう対応はされているか。 

１０点 

 

(ｱ)2 点 

(ｲ)2 点 

(ｳ)2 点 

(ｴ)4 点 

6-2-6 



 

18 

 

評価項目 評価基準 配点 様式 

 ③安全性の確保 

  

(ｱ)施工中における児童生徒の安全確保について具

体的な提案をしているか。 

 (ｲ)休日施工や夜間休工中の防災、防犯を含む安全 

  確保について具体的な提案をしているか。 

 

８点 

 

(ｱ)4 点 

(ｲ)4 点 

6-2-7 

 ④省エネ・環境対策 

  

(ｱ)省エネや環境対策について、ハード面に配慮し 

  た具体的な提案がされているか。 

 (ｲ)省エネや環境対策について、ソフト面に配慮し 

  た具体的な提案がされているか。 

 

８点 

 

(ｱ)6 点 

(ｲ)2 点 

6-2-8 

（４） 

その他 
 ①その他 

 

 上記審査項目以外で、本事業の目的達成のために 

 有効と認められる提案があれば記載すること。 

 

３点 6-2-9 

得点（最大） ６０点  

加算点＝得点×３０／６０点（最大） ３０点  

標準点 １００点  

合計（最大） １３０点  

 

 (5) 評価値の算定方法 

評価値の集計では提案価格及び技術評価の二つの面から評価を行う。 

ア 評価項目ごとの最低限の要求要件を満足する場合に１００点の標準点を与える。さ

らに技術提案書の評価に応じ最大６０点の得点を与え、３０点満点に換算したものを

加算点とする。 

イ 評価値の算定は除算方式とし、具体的には標準点と加算点の和を提案価格で除した

ものを評価値とする。 

評価値＝〔標準点（１００点）＋加算点（得点×３０／６０点）〕／提案価格 

 

 (6) 配点基準 

定性的な評価項目の配点基準は以下の４段階評価で行う。評価については、各委員

の評価点の平均とする。 
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評価 判断基準 得点の計算方法 

A 当該項目に関して特に優れている 配点 × 1.0 

B A と C の中間程度 配点 × 0.7 

C 当該項目に関して優れている 配点 × 0.4 

D 要求水準を満たしている程度 配点 × 0 

    

１３．審査結果の通知 

  ア 決定された優先交渉権者及び次点候補者（以下、「優先交渉権者等」という。）に対し

ては、その旨を書面（優先交渉権者には優先交渉権者決定通知書、次点候補者には次点

候補者決定通知書）で通知する。優先交渉権者等に決定されなかった者に対しては、審

査結果の概要を付し、その旨を書面（優先交渉権者及び次点候補者に決定されなかった

旨の通知書）で通知する。 

  イ 審査結果は、令和８年１０月下旬を目途に本市ホームページにおいて公表する。 

  ウ 審査の経過に対する問合せには応じない。 

  エ 審査結果について、仮契約締結後に、【記載例】のとおり、各評価項目及び評価基準

の得点について公表を行う。なお、参加者が２者の場合は、姫路市情報公開条例第７条

第２号の規定に基づき契約候補者とならなかった者の点数を非公表とする。 

 

１４．契約手続き等 

 (1) 契約手続き 

ア 審査の結果、優先交渉権者と契約の締結交渉を行い、合意した場合に仮契約を締結す

る。なお、仮契約は姫路市議会において議決を得たときに契約となる。 

イ 優先交渉権者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次点候補者を繰

り上げて、その者と契約の締結交渉を行う。 

ウ 優先交渉権者は、令和８年１０月１４日（水）午後４時までに、詳細な事業費見積書

を本市に提出すること。当該見積書の額については、先に提出した提案価格見積書の額

以下とすること。 

エ 技術提案書は、契約書の一部とする。 

オ 契約保証金については、姫路市契約規則（昭和６２年姫路市規則第２９号）第２９条

の規定を適用する。 

カ 本案件は電子契約による契約締結が可能とする。 

 (2) 優先交渉権の取り消し等 

ア 優先交渉権者が、仮契約の締結までに資格要件を満たさなくなった場合又はその他

の理由において、優先交渉権者との仮契約が締結できない場合、本市は当該優先交渉権

者の優先交渉権を取り消し、次点候補者を優先交渉権者として契約交渉を行う。 
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イ 優先交渉権者が、仮契約の締結ができないことが明らかとなった場合は、本市に対し、

速やかに文書（様式任意）により、その旨を届け出ること。 

 (3) その他  

  ア 優先交渉権者が正当な理由なく仮契約の締結を辞退した場合は、指名停止を行うこ

とがある。 

  イ 優先交渉権者の決定後、仮契約締結までの間に、優先交渉権者が本プロポーザルの参

加要件を満たさなくなった場合は、仮契約を締結しないことがある。 

  ウ 仮契約を締結した者が仮契約から本契約締結までの間に、本プロポーザルの参加要

件を満たさなくなった場合は、本契約を締結しないことがある。 

  エ 優先交渉権者は、仮契約締結までに暴力団排除要綱様式第１号に定める暴力団排除

に関する誓約書を市長に提出しなければならない。 

  オ 本件事業契約を締結した者が、契約の履行に当り下請負人等（一次下請以降の全ての

下請負人を含む。以下この項目において同じ。）を使用する場合は、下請負人等の決定

後直ちに、市長にその商号又は名称その他必要な事項を通知し、当該下請負人等から徴

収した暴力団排除要綱様式第２号に定める暴力団排除に関する誓約書を市長に提出し

なければならない。 

  カ 参加表明手続及び技術提案手続等で提出した書類に故意に虚偽の記載をした場合は、

指名停止を行うことがある。 

  キ 優先交渉権者は、仮契約締結までに建築士法第２２条の３の３に定める記載事項を

市長に提出しなければならない。 

  ク 優先交渉権者は、別途指定する日までに契約金額の支払いに必要となるグループ協

定書を市長に提出しなければならない。 

 

１５．その他 

 (1) 費用負担について 

提出書類等の作成及び本プロポーザルの参加に必要となる費用は、参加申込者の負

担とする。 

 (2) 参加辞退について 

プロポーザル参加を辞退した場合、審査結果通知前までに辞退した場合であって

も、これを理由として今後不利益な取扱いをすることはない。 

 (3) 複数応募の禁止  

グループの構成員は、他のグループの構成員になることはできない。また、構成員

と資本関係又は人的関係等のあるものについても、他のグループの構成員になること

はできない。  
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【記載例】 

公募型プロポーザルの審査結果について 

 

 令和８年７月３日付で公募型プロポーザルの公告を行った「姫路市立小学校等給食室空調整備事業」について、姫路市立

小学校等給食室空調整備事業審査委員会の審査の結果、下記のとおり受託者を特定し、仮契約を締結したので公表します。 

記 

１ 参加者（五十音順） 

   株式会社 □□□□ 

   △△△△ 株式会社 

   株式会社 ◎◎◎◎ 

    

２ 仮契約相手方名 

   株式会社 ◎◎◎◎ 

 

３ 仮契約金額 

   ○○，○○○，○○○円（税込） 

 

４ 仮契約締結日 

令和●●年●●月✕✕日 
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５ 審査結果  

評価項目 A 社 B 社 C 社 配点 

（１）地域活性化対策 
①施工企業の市内精通度    4 

②地域経済への貢献    4 

（２）スケジュール管理 
①学校運営及び給食提供への影響    10 

②早期供用開始    6 

（３）業務の品質 

①設計業務の実施方針    7 

②施工業務の実施方針    10 

③安全性の確保    8 

④省エネ・環境対策    8 

（４）その他 ①その他    3 

得点（合計）    60 

提案価格     

評価値     

備考     

     ※小数点以下第三位を四捨五入して表記しています。なお、審査については四捨五入を行わず実施しております。 

 

６ 審査の講評  


